
会 議 録 

会議の名称 令和３年度 第１回桶川市いじめ防止連絡協議会 

開催日時 令和３年７月１６日（金） 

（開会）午後２時３０分（閉会）午後３時５０分 

開催場所 桶川市役所 会議室４０２ 

出席委員 ８名 教育部長・子ども未来課長・保育課長・生涯学習文化財課長 

  桶川市立小中学校長会長・桶川市教育センター所長・上尾警察生活安全課長・ 

  桶川市青少年問題協議会委員 

欠席委員 安心安全課長・人権・男女共同参画課長・秘書広報課長・スポーツ振興課長 

ＰＴＡ連合会長・中央児童相談所虐待指導担当相談課長 

事務局職員 ２名 

議題 １ 委嘱状の交付 

２ 開会 

３ 会長あいさつ 教育部長 

４ 委員紹介 

５ 副会長選出 

６ 協議等 

（１）いじめの認知について 

（２）いじめ防止対策推進法に基づく桶川市の取組 

（３）桶川市のいじめに係る現状 

（４）いじめ防止への取組（各課および機関より情報提供） 

（５）いじめ防止に向けた啓発と研修について 

（６）その他 

７ 閉会 

配付資料 次第 

委員名簿 

いじめの認知について 

桶川市いじめ防止等基本方針 

桶川市いじめ防止連絡協議会規則 

桶川市のいじめに係る現状（児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する 

調査より） 

いじめの防止・早期発見・早期対応のために（桶川市いじめ防止連絡協議会） 

埼玉県内の学校に通う児童生徒の皆さんへ（埼玉県教育委員会） 

参考資料として（学校と諸機関との連携、いじめ防止に係る啓発資料） 



傍聴者 １名 

議事の内容 １ 委嘱状の交付 

 

２ 開会 

 

３ 会長あいさつ 教育部長 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に係る臨時休業など、様々な対応が求められ

ていた。 

・本市においても昨年度いじめによる不登校重大事態が発生するなど、いじめ問

題は喫緊の課題と捉えている。今後も関係各機関等と連携を図りながら、対応

をしていきたい。 

 

４ 委員紹介 

 

５ 副会長選出 

・事務局案を了承。 

副会長に桶川市校長会長 河内雅幸氏、桶川市ＰＴＡ連合会長 椙本雅之氏を

選出した。 

６ 協議等 

（１） いじめの認知について 

・事務局が資料に基づき説明した。 

会 長：事務局の説明に質問、意見はあるか。 

 

・ 委員からの質疑・意見なし 

 

（２） いじめ防止対策推進法に基づく桶川市の取組 

・事務局が資料に基づき説明した。 

会 長：事務局の説明に質問、意見はあるか。 

・ 委員からの質疑・意見なし 

 

（３） 桶川市のいじめに係る現状 

・事務局が資料に基づき説明した。 

会 長：事務局の説明に質問、意見はあるか。 

・ 委員からの質疑・意見なし 



 

（４）いじめ防止への取組について 

・いじめに係る取組等を紹介した。 

事務局：欠席の人権男女共同参画課からの情報提供を紹介。いじめを含む相談を

人権擁護委員が毎月第２火曜日に無料で実施している。 

子ども未来課長：いじめに関わらないが、なんでも相談という事業がパンフレッ

トにも記載されている。年間７５件の相談があり、小中学校の保護者から１７

件の相談実績がある。また、いつでも子育てメール相談という事業もある。 

校長会長：学校での取り組みを紹介。毎月定例の生徒指導推進委員会による情報

共有。気になる児童について事前に共有データを作成している。学期に１回、

学校生活アンケートを実施し、いじめ等の不安も含め、担任が確認をしている。

臨時休業明けには教育相談週間という取組もおこなった。いじめについては、

ネットゲームなどで相手とのやりとりの中で人を傷つけることなどがあり、今

後の課題であると捉えている。 

 

（５）いじめ防止に向けた啓発と研修について 

・事務局が資料に基づき説明した。 

 ①教員研修における児童相談所と学校の連携 

 ②いじめや問題行動に対する学校と警察の連携 

 ③さまざまな相談窓口の紹介（リーフレット） 

 ④いじめ防止の啓発事業の紹介（加須市・芦屋市） 

・桶川市いじめ等防止基本方針の見直しについてグループで協議した。 

 Ａグループ 

  校長会長、生涯学習文化財課長、上尾警察生活安全課長、 

桶川市青少年問題協議会委員、事務局職員 

 Ｂグループ 

  保育課長、こども未来課長、教育センター所長、事務局職員 

・協議内容を共有した。 

 Ａグループ 

  全小学校に相談員が配置された。中学校もさわやか相談員が配置されている。

このことは明記してよいのではないか。 

  ネットいじめが心配される。１人１台端末が整備された今、ネットモラルの

教育について入れていく必要がある。 

  警察と情報連携を密にして、早目の解決を図る。その点もより充実した内容



にするとよい。 

  いじめ撲滅宣言の内容の確認が必要。１０年前のものである。 

 Ｂグループ 

  なぜ検討が必要なのか明確にすべきである。Ｈ２４の大津の自殺事件からい

じめの基本方針を定めることとなった。社会的な変化に着目する必要があ

る。ネットやゲーム、ＳＮＳの課題が挙げられているが、ＳＮＳを使ったい

じめ防止も考えられる。 

会 長：Ｈ２７から、学校は毎年基本方針については見直しを行っている。市教

委は策定自体が努力義務ではあるが、策定後、見直し（評価）をする場

面がこれまでなかった。 

事務局：今後も、お気づきの点があればご指摘いただい第２回の協議会でもご意

見をいただきたい。 

 

（６）その他 

会 長：全体を通して何かあるか。 

委 員：Ｈ３０の改訂時に何をどのように改訂したのか。 

事務局：確認できていないため、次回までにお示しできるよう準備する。 

  

７ 閉会 

                                以上 

 

 


